
催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

　

６
月
中
旬
に
「
介
護
保
険
料
決

定
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま
す
。
年

間
の
保
険
料
額
や
納
め
方
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険

者
）
の
保
険
料

　

保
険
料
は
、
高
齢
者
人
口
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
用
や
利
用
者
数
の

推
計
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

　

市
の
令
和
３
年
度
保
険
料
の
基

準
額
は
、
年
額
７
６
，９
０
０
円

で
す
。

保
険
料
の
納
め
方

　

大
き
く
分
け
て
特
別
徴
収
と
普

通
徴
収
の
２
種
類
の
納
め
方
が
あ

り
ま
す
。

特 

別
徴
収
…
年
金
天
引
き
に
よ
る

納
付
（
全
６
回
）

普 

通
徴
収
…
口
座
振
替
か
納
付
書

に
よ
る
納
付
（
全
10
回
）

　

基
本
的
に
は
特
別
徴
収
で
す

が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
は
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

�

・��

65
歳
に
な
っ
て
か
ら
６
～
８
か

月
以
内
の
人

�

・��

南
魚
沼
市
に
転
入
し
て
か
ら
６

～
８
か
月
以
内
の
人

�

・��

年
金
を
担
保
に
融
資
を
受
け
て

し
て
３
割
以
上
減
少
し
、
事

業
収
入
な
ど
に
係
る
所
得
以

外
の
前
年
の
所
得
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

40
歳
～
64
歳
の
人
（
第
２
号
被
保

険
者
）
の
保
険
料

　

加
入
の
医
療
保
険
料
（
国
民
健

康
保
険
、職
場
の
健
康
保
険
な
ど
）

に
介
護
保
険
料
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

64
歳
の
人
は
、
65
歳
に
な
る
前

月
分
ま
で
を
月
割
り
で
納
め
ま

す
。（
65
歳
以
上
の
保
険
料
と
重

複
は
あ
り
ま
せ
ん
）

い
る
人

�

・��

年
金
の
収
入
額
が
年
額
で
18
万

円
未
満
の
人

�

・��

令
和
２
年
度
の
保
険
料
額
が
年

度
の
途
中
で
大
幅
に
減
っ
た
人

　

ま
た
、
年
度
の
途
中
で
保
険
料

が
増
額
に
な
る
人
は
増
額
分
の
み

普
通
徴
収
に
な
り
、
保
険
料
が
減

額
に
な
っ
た
人
は
特
別
徴
収
が
中

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

口
座
振
替
は
、
手
続
き
を
し
た

翌
月
か
ら
振
替
が
開
始
さ
れ
ま

す
。
手
続
き
を
し
た
月
は
、
納
付

書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
減
免

　
「
被
災
し
た
」「
著
し
い
収
入
の

減
少
が
あ
っ
た
」「
債
務
返
済
を

目
的
に
財
産
を
譲
渡
し
た
」
場
合

や
、
保
険
料
が
１
～
３
段
階
の
人

で
、
特
に
生
活
に
困
っ
て
い
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が
減

額
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を

受
け
た
人
の
減
免

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
、
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者

が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
減

免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

�

・��

死
亡
や
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た

�

・��

事
業
収
入
な
ど
が
前
年
と
比
較

問 
介
護
保
険
課 

介
護
保
険
係

☎
７
７
３
・
６
６
７
５

南
魚
沼
市
の
「
介
護
保
険
料
」

はい
いいえ

 　令和２年度に引き続き、消費税増税に伴う負担の増
加を考慮して、１～３段階の保険料を軽減します。軽
減は自動的に適用しますので、申請は不要です。

 

あなたの保険料年額は？

ス
タ
ー
ト

保険料は、世帯の市民税課税状況や前年の所得などに応じて11段階に分かれています。

生活保護を
受けていま
すか

世帯内に市民
税が課税され
ている人がい
ますか

本人に市民税
が課税されて
いますか

老齢福祉年
金を受給し
ていますか

前年の合計所
得金額と課税
年金収入額の
合計が80万円
以下ですか

前年の合計所
得金額と課税
年金収入額が
120万円を超
えていますか

前年の合計所得金
額と課税年金収入
額の合計が80万円
以下ですか

前年の合計所得
金額が120万円
以上ですか

前年の合計所得
金額が210万円
以上ですか 前年の合計

所得金額が
320万円
以上ですか 前年の合計

所得金額が
450万円
以上ですか 前年の合計

所得金額が
600万円
以上ですか 第11段階 153,800円

第10段階 134,600円

第９段階 130,700円

第８段階 115,300円

第７段階 99,900円

第６段階 92,300円

第５段階 76,900円

第４段階 69,200円

第３段階 53,800円
          　  （軽減後）

第２段階 38,400円
          　  （軽減後）

第１段階 23,000円
          　  （軽減後）

基　準　額
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